
議案第９１号

渋川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和２年９月３日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例

渋川市老人福祉センター条例（平成１８年渋川市条例第１３２号）の一部

を次のように改正する。

第１条中「老人福祉の」を「老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第

１５条第５項の規定に基づき、老人福祉の」に、「老人福祉センター」を「

渋川市老人福祉センター（以下「センター」という。）」に改める。

第２条中「老人福祉センター」を「センター」に改める。

第３条中「渋川市老人福祉センター（以下「センター」という。）」を「

センター」に改める。

第４条中「管理は」の次に「、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項の規定により」を加える。

第６条第２項中「必要」を「、必要」に改める。

第８条第１項中「（渋川市子持老人福祉センターについては、市内に居住

する６０歳以上の者）」を削る。

第１３条第１項第３号中「使用料」を「利用料金」に改める。

別表第１中「渋川市渋川老人福祉センター」を「渋川市渋川地域福祉セン

ター」に、「渋川市子持老人福祉センター」を「渋川市地域福祉センターこ

もちの湯」に改める。

別表第２から別表第４までを次のように改める。

別表第２（第６条関係）

施設 開館時間

渋川市渋川地域福祉センタ 午前９時から午後４時まで

ー

渋川市小野上地域福祉セン ５月から１０月まで 午前８時３０分から

ター 午後７時まで



１１月から４月まで 午前８時３０分から

午後５時まで

渋川市地域福祉センターこ 午前９時３０分から午後８時まで

もちの湯

別表第３（第７条関係）

施設 休館日

渋川市渋川地域福祉 （１） 月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法

センター 律（昭和２３年法律第１７８号。以下「祝日法

」という。）に規定する休日に当たるときは、

その翌々日）

（２） 祝日法に規定する休日の翌日（翌日が日

曜日に当たるときは、その翌々日）

（３） １２月２９日から翌年１月３日までの日

渋川市小野上地域福 （１） 水曜日及び日曜日

祉センター （２） 祝日法に規定する休日

（３） １２月２９日から翌年１月３日までの日

渋川市地域福祉セン （１） 日曜日

ターこもちの湯 （２） １２月２９日から翌年１月３日までの日

別表第４（第１５条関係）

区分 利用料金

市内 市外

６５歳以上の者、障害者及び 無料 ３００円

小学校就学前の者

小・中学校の児童及び生徒 １００円

上記以外の者 ２００円

備考 障害者とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１

５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手

帳制度について（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務

次官通知）に基づき都道府県及び指定都市が交付する療育手帳の交付を

受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５



年法律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている者をいう。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の別表第４の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日

前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

理 由

開館時間等の見直し及び条例の評価・見直しの審査結果に基づく改正をす

るため、所要の改正をしようとするものである。



渋川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（設置） （設置）

第１条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５条第５項の規定に 第１条 老人福祉の

基づき、老人福祉の増進を図るため、渋川市老人福祉センター（以下「セ 増進を図るため、老人福祉センター

ンター」という。）を設置する。 を設置する。

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 センター の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 第２条 老人福祉センターの名称及び位置は、別表第１のとおりとする。

（事業） （事業）

第３条 センター で行う事業 第３条 渋川市老人福祉センター（以下「センター」という。）で行う事業

は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

第４条 センターの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４ 第４条 センターの管理は

４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定す 、法人その他の団体であって、市長が指定す

るもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせる。 るもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせる。

（開館時間） （開館時間）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めたときは、市長の ２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は必要 と認めたときは、市長の

承認を得て、これを変更することができる。 承認を得て、これを変更することができる。

（利用者の範囲） （利用者の範囲）

第８条 センターを利用することができる者は、原則として市内に居住する 第８条 センターを利用することができる者は、原則として市内に居住する

者 者（渋川市子持老人福祉センターについては、市内に居住する６０歳以上

とする。 の者）とする。

２ （略） ２ （略）

（利用許可の取消し等） （利用許可の取消し等）

第１３条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又 第１３条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又
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はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を

変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。 変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 利用料金を納期限までに納付しないとき。 （３） 使用料 を納期限までに納付しないとき。

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略）

２ （略） ２ （略）

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名称 位置 名称 位置

渋川市渋川地域福祉センター 渋川市渋川３８９０番地１ 渋川市渋川老人福祉センター 渋川市渋川３８９０番地１

渋川市小野上地域福祉センター 渋川市小野子９番地１ 渋川市小野上地域福祉センター 渋川市小野子９番地１

渋川市地域福祉センターこもちの湯 渋川市吹屋６５８番地２０ 渋川市子持老人福祉センター 渋川市吹屋６５８番地２０

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係）

施設 開館時間 施設 開館時間

渋川市渋川地域福祉センタ 午前９時から午後４時まで 渋川市渋川老人福祉センタ ４月から９月まで 午前９時から午後６時

ー ー まで

渋川市小野上地域福祉セン ５月から１０月まで 午前８時３０分から １０月から３月まで 午前９時３０分から

ター 午後７時まで 午後５時まで

１１月から４月まで 午前８時３０分から 渋川市小野上地域福祉セン 午前８時３０分から午後８時まで

午後５時まで ター 入浴時間 午前１１時から午後８時まで

渋川市地域福祉センターこ 午前９時３０分から午後８時まで 渋川市子持老人福祉センタ 午前９時３０分から午後４時まで

もちの湯 ー

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係）

施設 休館日 施設 休館日

渋川市渋川地域福祉 （１） 月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法 渋川市渋川老人福祉 （１） 月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法

センター 律（昭和２３年法律第１７８号。以下「祝日法 センター 律（昭和２３年法律第１７８号。以下「祝日法

」という。）に規定する休日に当たるときは、 」という。）に規定する休日に当たるときは、

その翌々日） その翌々日）

（２） 祝日法に規定する休日の翌日（翌日が日 （２） 祝日法に規定する休日の翌日（翌日が日

曜日に当たるときは、その翌々日） 曜日に当たるときは、その翌々日）

（３） １２月２９日から翌年１月３日までの日 （３） １２月２９日から翌年１月３日までの日

渋川市小野上地域福 （１） 水曜日及び日曜日 渋川市小野上地域福 毎週火曜日、土曜日

祉センター （２） 祝日法に規定する休日 祉センター

（３） １２月２９日から翌年１月３日までの日 渋川市子持老人福祉 （１） 日曜日

渋川市地域福祉セン （１） 日曜日 センター （２） 祝日法に規定する休日
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ターこもちの湯 （２） １２月２９日から翌年１月３日までの日 （３） １２月２８日から翌年１月４日までの日

別表第４（第１５条関係） 別表第４（第１５条関係）

区分 利用料金 （１） 渋川市渋川老人福祉センター

市内 市外 区分 利用料金

６５歳以上の者、障害者及び 無料 ３００円 市内 市外

小学校就学前の者 ６０歳以上の者、障害者及び 無料 ３００円

小・中学校の児童及び生徒 １００円 小学校就学前の者

上記以外の者 ２００円 小・中学校の児童及び生徒 １００円

備考 障害者とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１ 上記以外の者 ２００円

５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手 団体 １５０円

帳制度について（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務 （１人につき）

次官通知）に基づき都道府県及び指定都市が交付する療育手帳の交付を 備考：団体とは、１０人以上のものをいう。

受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５ （２） 渋川市小野上地域福祉センター

年法律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手 区分 利用料金

帳の交付を受けている者をいう。 市内 市外

７０歳以上の者、障害者及び 無料 ３００円

小学校就学前の者

上記以外の者 ２００円

（３） 渋川市子持老人福祉センター

区分 利用料金

市内 市外

６０歳以上の者及び障害者 無料 ３００円

上記以外の者 ２００円


